
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ 

　た
件
三
件                                                                 

五
三
六 

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
適
当
と
決
定
し
た
件                         

五
三
七 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件             

五
三
七 

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件                                       

五
三
八 

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件                             

五
三
九 

　公

　告 

○
都
市
計
画
法
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
件                                       

五
三
九 

　福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ 

　い
て
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
件                                                 

五
四
〇 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
六
百
五
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
十
一
月

十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課
市
民

情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
矢
野
目
店

　福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
高
畑
二
十
一
番
地
十
一 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
矢
野
目
店 

（
変
更
後
）
Ｄ
Ｃ
Ｍ
矢
野
目
店 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー 

代
表
取
締
役
社
長

　實
川

　浩
司 

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二
十
八
番
一
号 

（
変
更
後
）
Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

　石
黒

　靖
規 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
六
年
九
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
六
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
十
一
月

十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
会
津
若
松
店

　福
島
県
会
津
若
松
市
神
指
町
四
合
字
幕
内
南
六
百
三
十
二
番
地
一
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
会
津
若
松
店 

（
変
更
後
）
Ｄ
Ｃ
Ｍ
会
津
若
松
店 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー 

代
表
取
締
役
社
長

　實
川

　浩
司 

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二
十
八
番
一
号 
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（
変
更
後
）
Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

　石
黒

　靖
規 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
六
年
九
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
七
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
六
年
十
一
月

十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
雇

用
政
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
安
積
店

　福
島
県
郡
山
市
笹
川
二
丁
目
六
番
一
号
ほ
か 

二

　変
更
し
た
事
項 

１

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
安
積
店 

（
変
更
後
）
Ｄ
Ｃ
Ｍ
安
積
店 

２

　大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー 

代
表
取
締
役
社
長

　實
川

　浩
司 

千
葉
県
千
葉
市
若
葉
区
み
つ
わ
台
一
丁
目
二
十
八
番
一
号 

（
変
更
後
）
Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

　石
黒

　靖
規 

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
十
二
番
七
号 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
六
年
九
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
六
年
十
一
月
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

Ｄ
Ｃ
Ｍ
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
四
時
川
沿
岸
土
地
改
良
区
が
四
時
川
沿
岸
地
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
土

地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書

類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日
か
ら 

（
二
十
二
日
間
） 

同

　
　年
十
二
月
九
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

い
わ
き
市
役
所 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
桑
折
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

斉
藤
栄
子

　清
水
弘
枝

　丹
野
と
よ
子 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
令
和
六
年
福
島
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号
）
に

よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 
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福
島
県
告
示
第
六
百
十
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
金
山
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

角
田
浩

　宮
崎
区

　横
山
春
吉

　井
草
常
彥

　井
草
政
吉

　井
草
政
吾

　大
竹
常
藏

　中
丸
新
吾

　中
丸
傳
三
郎

　友
長
藏 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
六
年
福
島
県
告
示
第
五

百
六
十
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
十
一
号 

　土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　起
業
者
の
名
称 

川
俣
町 

二

　事
業
の
種
類 

川
俣
町
貸
事
業
所
整
備
事
業 

三

　収
用
又
は
使
用
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
起
業
地 

収
用
の
部
分

　伊
達
郡
川
俣
町
字
瓦
町
地
内 

使
用
の
部
分

　な
し 

四

　事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

　１

　法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

川
俣
町
貸
事
業
所
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
起
業
者
が
貸
事
業
所
を

整
備
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
そ
の
他

公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

　２

　法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

起
業
者
は
、
令
和
五
年
四
月
に
「
第
六
次
川
俣
町
振
興
計
画
」
（
以
下
「
第
六
次
振
興
計
画
」

と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
同
計
画
に
基
づ
き
本
件
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
本

件
事
業
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
遂
行
の
意
思
と
能
力
が
あ
る
者
と

認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

　３

　法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

㈠

　得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

川
俣
町
は
明
治
期
以
降
、
絹
織
物
産
業
を
中
心
に
経
済
発
展
を
遂
げ
て
き
た
が
、
昭
和
四
十

年
代
以
降
は
安
価
な
輸
入
品
に
押
さ
れ
、
産
業
が
衰
退
傾
向
に
な
る
と
と
も
に
、
若
年
層
を
は

じ
め
と
し
た
人
口
の
流
出
に
よ
る
過
疎
化
及
び
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
及
び
東
京
電
力
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
事
故
で
は
、
山
木
屋
地
区
に
お
い
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
六
年
間
に
わ
た
る
避
難
指
示
が
発
出
さ
れ
、
半
数
近
く
の
住
民
が
未
だ
帰
還
し
て
い
な
い
な

ど
、
全
町
的
な
過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
の
加
速
が
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。 

本
件
事
業
は
、
起
業
者
が
貸
事
業
所
、
広
場
、
駐
車
場
を
備
え
た
施
設
を
一
体
と
し
て
整
備

す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
記
の
課
題
解
決
に
つ
な
が
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
が
希
望
す
る

活
動
拠
点
を
確
保
し
、
連
携
し
て
実
証
事
業
を
行
う
等
に
よ
り
、
住
民
の
帰
還
に
向
け
た
環
境

整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
の
進
出
に
伴
う
雇
用
の
確
保
、
移
住
の
促
進

を
図
り
、
復
旧
・
復
興
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
中
心
市
街
地
に
位
置
し
て
お
り
、
既
存
の
周
辺
施
設
と
連
携

し
、
地
域
住
民
と
の
交
流
の
場
と
し
て
の
役
割
も
期
待
で
き
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
大
き
い
と
認
め
ら
れ

る
。 

㈡

　失
わ
れ
る
利
益 

本
件
事
業
の
起
業
地
に
お
け
る
希
少
野
生
動
植
物
に
つ
い
て
、
起
業
者
が
令
和
六
年
六
月
に

福
島
県
生
活
環
境
部
自
然
保
護
課
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ふ
く
し
ま
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
お
い
て

準
絶
滅
危
惧
と
評
価
さ
れ
て
い
る
ハ
イ
タ
カ
が
生
息
し
て
い
る
と
の
回
答
を
得
た
。 

た
だ
し
、
本
件
事
業
は
町
中
で
の
工
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
種
の
生
息
環
境
へ
の
影
響

は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
起
業
者
は
、
ハ
イ
タ
カ
の
繁
殖
期
で
あ
る
二
月

か
ら
六
月
に
工
事
を
実
施
す
る
際
は
重
機
等
に
よ
る
振
動
、
騒
音
等
に
留
意
し
、
生
息
環
境
の

保
全
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
起
業
地
内
の
埋
蔵
文
化
財
の
有
無
に
つ
い
て
、
起
業
者
が
令
和
六
年
六
月

に
川
俣
町
教
育
委
員
会
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
起
業
地
内
に
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
は
存

し
な
い
と
の
回
答
を
得
て
お
り
、
工
事
中
に
埋
蔵
文
化
財
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
現
状
を
変

更
す
る
こ
と
な
く
速
や
か
に
川
俣
町
教
育
委
員
会
へ
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 
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し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈢

　事
業
計
画
の
合
理
性 

起
業
者
は
、
第
六
次
振
興
計
画
に
お
い
て
、
「
基
本
目
標
四

　充
実
し
た
学
び
と
独
自
の
文

化
を
創
造
す
る
ま
ち
」
の
「
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
四
」
に
お
い
て
、
関
係
人
口
の
拡
大
を

目
的
と
し
て
本
件
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
に
お
け
る
敷
地
（
以
下
「
本
起
業
地
」
と
い
う
。
）
の
面
積
及
び
施
設
規

模
は
、
事
業
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
最
小
限
の
土
地
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
加
え
て
、

本
起
業
地
の
選
定
は
、
三
箇
所
の
候
補
地
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
地
域
住
民
が
利
用
し
や
す

い
場
所
に
立
地
し
、
事
業
に
必
要
な
面
積
が
一
体
的
に
確
保
さ
れ
、
事
業
者
が
事
業
活
動
を
行

う
上
で
必
須
と
な
る
社
会
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
経
済
的
合
理
性
に
優
れ
る
な
ど
の

観
点
か
ら
、
申
請
案
が
最
適
で
あ
る
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈣

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡

量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
併
せ
て
、

事
業
計
画
の
合
理
性
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
事
業
計
画
は
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に

寄
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

４

　法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

㈠

　事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

川
俣
町
は
、
主
要
産
業
で
あ
る
絹
織
物
産
業
の
衰
退
、
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
東
京
電
力
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
影
響
に
よ
る
過
疎
化
、
少
子
高
齢
化
の
加
速
が
深
刻
な
状
況
に

あ
り
、
雇
用
の
確
保
に
よ
る
住
民
の
帰
還
や
川
俣
町
へ
の
事
業
展
開
に
伴
う
移
住
の
促
進
は
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。 

　
　㈡

　起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

本
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
に
必
要
な
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。 

ま
た
、
本
起
業
地
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
た
め
、
収
用
又
は
使
用

の
別
を
収
用
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

５

　結
論 

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五

　法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

川
俣
町
政
策
推
進
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
係 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
土
木
総
務
課
用
地
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
十
二
号 

　都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
十
月
二
十
八
日
認
可
し
た
。 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

一

　組
合
の
名
称 

い
わ
き
駅
並
木
通
り
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

二

　事
業
施
行
期
間 

令
和
元
年
七
月
九
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

三

　施
行
地
区 

い
わ
き
市
平
字
田
町
の
一
部
の
区
域 

四

　事
務
所
の
所
在
地 

い
わ
き
市
平
字
材
木
町
四
十
六
番
地 

五

　設
立
認
可
の
年
月
日 

令
和
元
年
七
月
九
日 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
二
百
十
一
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
馬
地
方
都
市

計
画
に
係
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。 

　
　令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　公
聴
会
の
開
催
日
時
及
び
場
所 

日
時

　令
和
六
年
十
二
月
六
日
（
金
）
午
後
六
時
か
ら 

場
所

　福
島
県
南
相
馬
合
同
庁
舎
南
庁
舎
四
階
四
〇
一
会
議
室 

二

　公
聴
会
の
案
件 

相
馬
地
方
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案 

三

　公
述
人
の
資
格 

公
述
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
相
馬
地
方
都
市
計
画
区
域
内
の
住
民
に
限
る
。 

四

　公
述
人
の
申
出 

公
述
人
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
（
金
）
ま
で
に
、
別
記
様
式
に
よ

る
公
述
申
出
書
を
そ
の
者
の
居
住
す
る
市
町
村
又
は
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
を
経
由
し
て
知
事
に

提
出
し
て
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。 

五

　そ
の
他 

１

　福
島
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
知
事
が
公
述
人
の
数
若
し
く
は
公
述
の
時
間
を
制
限
し
、
又
は
公
述
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
認
め
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
述
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
す
る
。 

２

　こ
の
公
聴
会
に
係
る
都
市
計
画
の
変
更
の
案
は
、
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
、
福

島
県
相
双
建
設
事
務
所
又
は
相
馬
市
、
南
相
馬
市
、
若
し
く
は
新
地
町
の
都
市
計
画
担
当
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 
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３

　こ
の
公
聴
会
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
、
２
の
福

島
県
建
設
事
務
所
又
は
２
の
都
市
計
画
担
当
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。 

別
記
様
式

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公　
　
述　
　
申　
　
出　
　
書

 

　
　
令
和
６
年

11月
15日

付
け
福
島
県
報
に
登
載
さ
れ
た

「相
馬
地
方
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案

」

に
関
し

次
の
と
お
り
公
述
を
申
し
出
ま
す

 
、

。

　
　
　
令
和
６
年　
　
月　
　
日

 

　
　
　
福
島
県
知
事　

内　
堀　

雅　
雄

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住　
　
所

 
ふ
り
が
な 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏　
　
名

 

　
１　

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由

 

　
２　

意
見
の
要
旨

 
 

　

注
　

「意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由

」及
び

「意
見
の
要
旨

」に
つ
い
て
は

日
本
産
業
規
格

 
、

　
　

Ａ
列
４
番
の
大
き
さ
の

400字
詰
め
原
稿
用
紙
１
枚
以
内
に
横
書
き
の
こ
と

 
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　

 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号 

　政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
令
和
二
年
分
、
令
和
三
年
分
及
び
令
和
四
年
分
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
自
由
民
主
党
福
島

県
第
四
選
挙
区
支
部
の
会
計
責
任
者
か
ら
訂
正
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
令
和
二
年
分
、
令
和
三
年
分

及
び
令
和
四
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日 

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会 

委
員
長

　遠

　藤

　俊

　博 

令
和
二
年
分
（
令
和
三
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
号
外
第
七
十
号
別
冊
） 

　通
常
・
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
表
自
由
民
主
党
福
島
県
第
五
選
挙
区
支
部
の
項
を
次
の
と
お
り

訂
正
す
る
。 

訂　
　
正　
　
箇　
　
所

訂　
正　

後
訂　

正　
前

支
出
の
内
訳

 
政
治
活
動
費

 
組
織
活
動
費

8,771,450
6,911,450

寄
附
・
交
付
金

8,000,000
9,860,000

令
和
三
年
分
（
令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日
付
け
号
外
第
六
十
五
号
別
冊
） 

　通
常
・
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
表
自
由
民
主
党
福
島
県
第
五
選
挙
区
支
部
の
項
を
次
の
と
お
り

訂
正
す
る
。 

訂　
　
正　
　
箇　
　
所

訂　
正　

後
訂　

正　
前

支
出
の
内
訳

 
政
治
活
動
費

 
組
織
活
動
費

9,144,498
7,344,498

寄
附
・
交
付
金

7,980,000
9,780,000

令
和
四
年
分
（
令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日
付
け
号
外
第
五
十
八
号
別
冊
） 

　通
常
・
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
表
自
由
民
主
党
福
島
県
第
四
選
挙
区
支
部
の
項
を
次
の
と
お
り

訂
正
す
る
。 

訂　
　
正　
　
箇　
　
所

訂　
正　

後
訂　

正　
前

支
出
の
内
訳

 
政
治
活
動
費

 
組
織
活
動
費

10,790,981
7,890,981

寄
附
・
交
付
金

3,980,000
6,880,000

う
ち

交
付
金
支
出

2,193,200
2,053,200

、
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